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使用済小型家電リサイクル事業について 

  

１ 経緯と目的 

携帯電話やデジタルカメラなどの小型電子機器等（以下「小型家電」という。）には、鉄・

アルミ・銅・貴金属・レアメタルといった有用金属が含まれています。 

貴重な金属を埋め立てずに回収し、国内で資源として再利用する目的で、平成 25年４月に

小型家電リサイクル法が施行されたことに伴い、26年１月から小型家電のボックス回収を開

始しました。（平成 26年１～３月国の実証事業、４月～市事業として継続実施） 

 

２ 事業概要と今後の展開 

市役所本庁舎、行政センター、総合福祉会館、ごみ処理施設等の公共施設 16 箇所に回収

ボックスを設置して、家庭で使わなくなった小型家電を回収しています。 

回収した小型家電は、市内の福祉事業所で分別・計量および携帯電話の穴あけを行った後、

適正なリサイクルを実施するとして国が認定した事業者に引き渡しています。事業者は中間

処理施設で破砕・選別処理を行い、貴金属やレアメタルを含む有用金属を回収し、資源ごと

にリサイクルを行っています。 

また、26年３月から各地域のコミュニティセンター、町内会館、県立大学、大型スーパー

に順次ボックスを設置し、巡回して回収量の増加を図っています。 

  

３ 分別区分 16品目  

（１）携帯電話等（携帯電話・ＰＨＳ、スマートフォン） 

（２）高品位小型家電（デジタルカメラ、ビデオカメラ、ゲーム機、電子辞書 他８品目） 

（３）その他小型家電（理容用機器、付属品など）  

（４）電気コード類 

 

４ 回収実績                             

分別区分 

25年度 

<国実証期間>  

26年度 

<市単独事業> 

（1～3月） 4～6月 7～9月 10～12月 合 計 

①携帯電話等 

※カッコ内は個数 

（967） 

102㎏ 

（1,705） 

178kg 

（1,832） 

178kg 

（1,200） 

126kg 

（4,737） 

482kg 

②高品位小型家電 

2,100㎏ 

1,680㎏ 892㎏ 1,130㎏ 3,702㎏ 

③その他小型家電 3,084㎏ 2,560㎏ 3,146㎏ 8,790㎏ 

④電気コード類 738㎏ 490㎏ 520㎏ 1,748㎏ 

合 計 2,202㎏ 5,680㎏ 4,120㎏ 4,922㎏ 14,722㎏ 

平成 27年(2015年)1月 29日 
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（参考）26年度の金属資源化量（過去の実績に基づく回収比率により算出） 

分別区分 
26年度 

4～6月 7～9月 10～12月 合 計 

ベースメタル（鉄・アルミ・銅） 3,048.8kg 2,304.1kg 2,820.0kg 8,172.9kg 

貴金属（金・銀） 737.0 g 537.9 g 542.3 g 1,817.2 g 

レアメタル（パラジウム） 15.8 g 9.1 g 11.5 g 36.4 g 

 

 

 





●出し方と注意事項

回収ボックス設置場所

● 携帯電話、デジタルカメラ、ＩＣレコーダーなどに保存している個人情報は、必ず消去してから出してください。
● 回収ボックスには、２つの投入口があります。携帯電話・ＰＨＳ、スマートフォンは、小さい投入口（縦５㎝×横10㎝）に、
　 その他の品目は、大きい投入口（縦15㎝×横30㎝）に入れてください。
● 回収ボックスに投入した小型家電は取り出すことができません。
● 電池やバッテリー（充電式電池）は外してください。
● 回収ボックス設置場所に持ち込みができない場合は、「ごみと資源物の分け方・出し方」をご覧いただき、
    分別して出してください。
● 南処理工場に粗大ごみと一緒に持ち込む場合は、あらかじめ対象の小型家電を別にして、計量の受付に
　申し出てください。
● 回収した小型家電をそのまま中古品として再使用することはありません。
● パソコンは回収の対象外です。

お問い合わせ先 ：  横須賀市 資源循環部 資源循環総務課 TEL：０４６－８２２－８４１９

西

衣笠 大津

浦賀

久里浜

北下浦

本庁

逸見

田浦

追浜

北下浦行政センター

西行政センター西行政センター

田浦行政センター
リサイクルプラザ “アイクル”リサイクルプラザ “アイクル”

逸見行政センター逸見行政センター

追浜行政センター追浜行政センター

横須賀市役所

総合福祉会館

資源循環日の出事務所

大津行政センター大津行政センター

衣笠
行政センター
衣笠
行政センター

浦賀行政センター浦賀行政センター

久里浜行政センター久里浜行政センター

資源循環久里浜事務所
南処理工場

●市役所本庁舎（2ヶ所）

●行政センター

●総合福祉会館

●南処理工場

●リサイクルプラザ “アイクル”

●資源循環久里浜事務所
●資源循環日の出事務所

8時30分～17時
（土・日・祝日・12/29~1/3を除く）

8時30分～21時（12/29～1/3を除く）
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●回収ボックスの利用時間


